
小牧市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則の一部を改正する

規則をここに公布する。  

 

  令和８年３月３１日  

 

 

                               小牧市長  天  野  正  基       

 

 

小牧市規則第２０号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小牧市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則の一部

を改正する規則 

 

小牧市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則（平成３０年小牧

市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

本則中「伊木利彦」を「笹原浩史」に、「笹原浩史」を「石川 徹」に

改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


